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公布された法令のあらまし 

 

兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則（教育委員会規則第１号） 

 県立学校の新設、学科等の新設及び廃止、学年進行等に伴い、関係規則について所要の整備を行うこととし

た。 
 

告         示 

 

兵庫県告示第89号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任の届出があ

った。 

  平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

蓼川土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        林     明      豊岡市日高町西芝420番地 

 

兵庫県告示第90号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ

り届出があった義務加入同意成立届を審査した結果、次の加入区については同法第108条第２項の規定による同

意があったものと認めた。 

平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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加     入     区 

区 域 名 区       分 

同意成立年月日 

淡路島岩屋区域 

総トン数10トン未満かつ15馬力又は48キロワット以下の漁船

により船びき網を使用していわし及びいかなごをとることを

目的とする漁業 

平成26年１月９日

 

 

兵庫県告示第91号 

 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第69条第１項の規定により、次のとおり聴聞を行う旨神戸県民局

長から報告があった。 

  平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 日時 

平成26年２月19日（水）午前９時30分から午前10時30分まで 

２ 場所 

神戸市長田区浪松町３―２―５ 兵庫県西神戸庁舎 ４階401会議室 

３ 被聴聞者 

商号又は名称  株式会社日商工務店不動産部 

  代表者氏名  野々村 和 芳 

  事務所所在地  神戸市兵庫区東山町三丁目１番１号 

  免 許 番 号  兵庫県知事(9)第8252号 

  免許年月日  平成23年10月２日 

 

兵庫県告示第92号 

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により、次の都市計画の決定に係る図書の写しの送

付を受けたので、同条第２項の規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課にお

いて縦覧に供する。 

平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 

加 古 川 市 東播都市計画地区計画 加古川卸団地地区計画 

 

 

兵庫県告示第93号 

  都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次の都

市計画の変更に係る図書の写しの送付を受けたので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の

規定により、当該図書の写しを兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課において縦覧に供する。 

平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

市町の名称 都市計画の種類 都市計画の名称 
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神 戸 市 

同 市 

同 市 

同 市 

同 市 

同 市 

西 宮 市 

尼 崎 市 

伊 丹 市 

宝 塚 市 

川 西 市 

神戸国際港都建設計画用途地域 

神戸国際港都建設計画高度地区 

神戸国際港都建設計画臨港地区 

神戸国際港都建設計画生産緑地地区 

神戸国際港都建設計画地区計画 

同  上 

阪神間都市計画生産緑地地区 

同  上 

同  上 

同  上 

阪神間都市計画地区計画 

 

 

神戸港臨港地区 

 

妙法寺駅東地区地区計画 

六甲アイランド都市機能ゾーン地区計画

 

 

 

 

けやき坂地区地区計画 

 
 

公 告 

 

二級河川香住谷川水系河川整備計画の策定 

 河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定により、二級河川香住谷川水系河川整備計画を定め

たので、同条第６項の規定により、兵庫県県土整備部土木局総合治水課及び但馬県民局新温泉土木事務所にお

いて公表する。 

  平成26年１月31日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

二級河川洲本川水系河川整備計画の策定 

 河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定により、二級河川洲本川水系河川整備計画を定めた

ので、同条第６項の規定により、兵庫県県土整備部土木局総合治水課及び淡路県民局洲本土木事務所において

公表する。 

  平成26年１月31日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三 

 

   大規模小売店舗に対する市町の意見の概要 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により聴取した意見の概要は、次のとお

りである。 

 なお、当該意見を次のとおり縦覧に供する。 

  平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 ウエルシア青山店、ホームセンターダイキ三木青山店 

  所在地 三木市志染町青山六丁目15―１ほか 

２ 同法第８条第１項の規定により三木市から聴取した意見の概要 

 青山地区は、住民主体で居住環境の維持・向上や良好なまちなみの保全など、魅力ある都市環境づくりを

進めている地域であるため、騒音や街並みづくりについては特に配慮すること。 

３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間 

   平成26年１月31日から１月間 
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   平成26年度兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修研修生の募集 

 兵庫県立淡路景観園芸学校管理規則（平成10年兵庫県規則第69号）第３条第１項の規定により、平成26年度

兵庫県立淡路景観園芸学校景観園芸専門研修の研修生を次のとおり募集する。 

平成26年１月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 募集人員 

  ５名 

２ 申込資格 

   社会人、大学生、大学院生など（国籍は問わない。ただし、日本語による簡単なコミュニケーションが可

能であること。） 

３ 研修内容及び研修期間 

   「景観園芸」又は「園芸療法」に関する課題解決のための研究・実践を行う。研修期間は、月単位で、１

箇月から12箇月までの間で選択する。 

４ 申込手続 

(1) 提出書類 

 ア 研修受講許可申請書（本校所定の様式） 

   申込前３箇月以内に撮影した、縦４センチメートル、横３センチメートルの写真を申請書の所定の場

所に貼り付けること。 

 イ 調査書〔希望理由及び専門研修の内容〕（本校所定の様式） 

 ウ 研修計画書（Ａ４ 横書き） 

エ 履歴書（写真の貼付は不要。） 

オ 雇用者（大学生又は大学院生の場合は指導教員）からの紹介・推薦文（Ａ４ 横書き） 

※ 自営の者は不要。 

(2) 申込書類の配布 

県立淡路景観園芸学校において配布する。 

なお、申込書類を県立淡路景観園芸学校へ郵送で請求することができる。この場合は、封筒の表に「景

観園芸専門研修研修生募集要項請求」と朱書し、返信用封筒（住所、氏名及び郵便番号を明記し、120円分

の切手を貼付した角形２号の封筒）を同封すること。 

(3) 申込受付開始日 

平成26年２月３日（月） 

(4) 締切日 

研修希望期間の初日が属する月の２箇月前の月の15日（土曜日、日曜日又は祝日と重なる場合は、その

前日とする。）。 

   郵送の場合は、簡易書留とし、締切日に必着とする。 

 (5) 提出先 

   〒656-1726 淡路市野島常盤954―２ 

   県立淡路景観園芸学校 

５ 選考方法 

 (1) 一次審査 書類審査 

   研修希望期間の初日が属する月の２箇月前の月の25日（土曜日、日曜日又は祝日と重なる場合は、その

前日とする。）以降に、書類審査の結果を通知する。 

 (2) 二次審査 面接（書類審査に合格した者のみ） 

ア  面接日程 

合格者には、面接日を通知する。 

イ  面接会場 

淡路市野島常盤954―２ 

県立淡路景観園芸学校 

ウ  面接結果発表 

面接後、申込者全員に郵便により通知する（面接後、１箇月程度）。 

６ 申込みについての問合せ先 

 県立淡路景観園芸学校 普及指導課 
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   電 話 番 号  （0799）82－3455（平日午前９時から午後５時まで） 

   フ ァ ッ ク ス 番 号  （0799）82－3124 

  電子メールアドレス alpha@awaji.ac.jp 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成26年１月31日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡稲美町国岡字前條647番２ 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

加古郡稲美町国岡650番地の１ 

高 松 孝 允 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成25年11月15日 

  兵庫県指令東播（加土）（建）第１－24号（25稲美） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成26年１月31日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  小野市黒川町1756番から1758番まで 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  小野市黒川町56番地の１ 

  株式会社ＯＫＣ 代表取締役 上 月 惠 三 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成25年８月23日 

  兵庫県指令北播（加土）（建）第１－10号（25小野） 
 

企 業 庁 管 理 規 程 

 

企業庁宿舎管理規程の一部を改正する管理規程をここに公布する。 

平成26年１月31日 

                              兵庫県公営企業管理者 荒 木 一 聡 

兵庫県企業庁管理規程第１号 

企業庁宿舎管理規程の一部を改正する管理規程 

 企業庁宿舎管理規程（昭和41年兵庫県企業局管理規程第８号）の一部を次のように改正する。 

 別表公舎の款第２種公舎の項津名公舎の目を削る。 

   附 則 

この管理規程は、公布の日から施行する。 
 

教 育 委 員 会 規 則 

 

 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年１月31日 
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兵庫県教育委員会       

委員長 山 口   徹  

兵庫県教育委員会規則第１号 

兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則等の一部を改正する規則 

  （兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第１条 兵庫県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係）  

生  徒  定  員 （人）

学 校 名 
本 校

分 校
科課程

定時制

課程の

授業時

の昼夜

別＿＿

学   科 第１

学年

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

単位

制＿

兵庫県立 東灘高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／

兵庫県立 御影高等学校 本 校 全日制  普 通 科 360 360 360 ／ ／

普 通 科 320 320 280 ／ ／
兵庫県立 神戸高等学校 本 校 全日制  

総合理学科 40 40 40 ／ ／

機械工学科 40 40 40 ／ ／

電気工学科 40 40 40 ／ ／

電子工学科 40 40 40 ／ ／

建 築 科 40 40 40 ／ ／

都市環境工

学科 
40 40 40 ／ ／

総合理化学

科 
40 40 40 ／ ／

デザイン科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 兵庫工業高等学校 本 校 全日制  

情報技術科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 40 40 40 40 ／

電 気 科 40 40 40 40 ／

建 築 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 神戸工業高等学校 本 校 定時制 夜 

情報技術科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 神戸北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 神戸甲北高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 神戸鈴蘭台高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 夢野台高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 兵庫高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／
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兵庫県立 湊川高等学校 本 校 定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

兵庫県立 長田高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 長田商業高等学校 本 校 定時制 夜 商 業 科 40 40 80 80 ／

兵庫県立 須磨東高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 280 ／ ／

兵庫県立 須磨友が丘高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 北須磨高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 720

普 通 科 240 240 240 ／ ／
兵庫県立 舞子高等学校 本 校 全日制  

環境防災科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 星陵高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 280 ／ ／

商 業 科 200 200 200 ／ ／

情 報 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 神戸商業高等学校 本 校 全日制  

会 計 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 伊川谷北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 伊川谷高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 神戸高塚高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

普 通 科 200 200 200 ／ ／

サイエンス

リサーチ科
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 尼崎小田高等学校 本 校 全日制  

国際探求学

科 
40 40 40 ／ ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

電 子 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 尼崎工業高等学校 本 校 全日制  

建 築 科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 80 80 80 40 ／
兵庫県立 神崎工業高等学校 本 校 定時制 夜 

電 気 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 尼崎稲園高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 800

兵庫県立 尼崎高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 280 ／ ／

兵庫県立 尼崎北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立  武庫荘総合高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 960

兵庫県立 尼崎西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 鳴尾高等学校 本 校 全日制  
国際文化情

報学科 
40 40 40 ／ ／
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兵庫県立 西宮南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 240 ／ ／

普 通 科 ／ ／ ／ ／ 960
兵庫県立 西宮高等学校 本 校 全日制 ＿ 

音 楽 科 ／ ／ ／ ／ 120

兵庫県立 西宮今津高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 西宮北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 200 200 ／ ／

兵庫県立 西宮甲山高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 160 ／ ／

夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 480

昼（午

前）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 320

兵庫県立 西宮香風高等学校 本 校 定時制

昼（午

後）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 320

兵庫県立 伊丹高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 伊丹西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 360

昼（午

前）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 240

兵庫県立 阪神昆陽高等学校 本 校 定時制

昼（午

後）＿
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 240

兵庫県立 伊丹北高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 芦屋高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 1,040

兵庫県立  国際高等学校 本 校 全日制  国 際 科 ／ ／ ／ ／ 360

兵庫県立 宝塚東高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／

普 通 科 240 280 280 ／ ／

グローバルサ

イエンス科 
40 － － ／ ／兵庫県立 宝塚北高等学校 本 校 全日制  

演 劇 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 宝塚高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 240 ／ ／

兵庫県立 宝塚西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

兵庫県立 川西緑台高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 川西明峰高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 川西北陵高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

本 校 定時制 夜 普 通 科 － － － 80 ／

兵庫県立 川西高等学校 
宝塚良

元校＿
定時制 夜 普 通 科 － － － 40 ／

兵庫県立 猪名川高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 160 ／ ／
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人と自然科 40 40 40 ／ ／
全日制  

総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 680兵庫県立 有馬高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 北摂三田高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 三田西陵高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

兵庫県立  三田祥雲館高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 840

兵庫県立 柏原高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 280 240 ／ ／

兵庫県立 氷上西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

営 農 科 40 40 40 ／ ／

食品加工科 40 40 40 ／ ／

生 活 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 氷上高等学校 本 校 全日制  

商 業 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 篠山鳳鳴高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

生 活 科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 40 40 40 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

土 木 科 40 40 40 ／ ／

本 校 全日制  

商 業 科 40 80 80 ／ ／

兵庫県立 篠山産業高等学校 

丹南校 全日制  普 通 科 － 40 40 ／ ／

兵庫県立 篠山東雲高等学校 本 校 全日制  地域農業科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 320 320 320 ／ ／
兵庫県立 明石高等学校 本 校 全日制  

美 術 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 明石南高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 840

兵庫県立 錦城高等学校 本 校 定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

普 通 科 320 320 320 ／ ／
兵庫県立 明石北高等学校 本 校 全日制  

自然科学科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 明石城西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 明石清水高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 360 ／ ／

普 通 科 320 320 320 ／ ／
兵庫県立 明石西高等学校 本 校 全日制  

国際人間科 40 40 40 ／ ／

農 業 科 40 40 40 ／ ／

園 芸 科 40 40 40 ／ ／    

動物科学科 40 40 40 ／ ／
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食品科学科 40 40 40 ／ ／

農業環境工

学科 
40 40 40 ／ ／

造 園 科 40 40 40 ／ ／

全日制

 

 

 

 

 

生物工学科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 農業高等学校 

 

 

 

 

本 校

 

 

 

 

定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

兵庫県立 加古川北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 960

普 通 科 320 320 320 ／ ／
兵庫県立 加古川東高等学校 本 校 全日制  

理 数 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 加古川西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

兵庫県立 加古川南高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 80 80 80 ／ ／

建 築 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 東播工業高等学校 本 校 全日制  

土 木 科 40 40 40 ／ ／

夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

昼（午

前） 
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

兵庫県立 西脇北高等学校 本 校 定時制

昼（午

後） 
普 通 科 ／ ／ ／ ／ 160

普 通 科 280 280 280 ／ ／
兵庫県立 西脇高等学校 本 校 全日制  

生活情報科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

工業化学科 40 40 40 ／ ／

情報・繊維

科 
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 西脇工業高等学校 本 校 全日制  

総合技術科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 三木北高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 三木東高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 三木高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 320 ／ ／

兵庫県立 高砂高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／

兵庫県立 高砂南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 280 280 ／ ／
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普 通 科 120 120 120 ／ ／

商 業 科 80 80 80 ／ ／全日制  

生活文化科 40 40 40 ／ ／
兵庫県立 松陽高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 80 80 80 40 ／

普 通 科 240 240 240 ／ ／

商 業 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 小野高等学校 本 校 全日制  

国際経済科 40 40 40 ／ ／

機 械 科 40 40 40 ／ ／

金属工業科 40 40 40 ／ ／

電 子 科 80 80 80 ／ ／

全日制  

生活創造科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 小野工業高等学校 本 校

定時制 夜 機 械 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 北条高等学校 本 校 全日制  普 通 科 160 160 160 ／ ／

農業経営科 40 40 40 ／ ／

園 芸 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 播磨農業高等学校 本 校 全日制  

畜 産 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 吉川高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

普 通 科 160 160 160 ／ ／

生活科学科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 社高等学校 本 校 全日制  

体 育 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 多可高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

兵庫県立 東播磨高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 320 ／ ／

兵庫県立 播磨南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 240 240 ／ ／

兵庫県立 姫路別所高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 姫路東高等学校 本 校 全日制  普 通 科 ／ ／ ／ ／ 840

兵庫県立 姫路北高等学校 本 校 定時制 夜 普 通 科 ／ ／ ／ ／ 480

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

工業化学科 40 40 40 ／ ／

デザイン科 40 40 40 ／ ／

溶 接 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 姫路工業高等学校 本 校 全日制  

電子機械科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 姫路西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／
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兵庫県立 姫路飾西高等学校 本 校 全日制  普 通 科 280 280 240 ／ ／

機械工学科 ／ ／ ／ ／ 120

電気工学科 ／ ／ ／ ／ 120

エネルギー

環境工学科
／ ／ ／ ／ 120

ＩＴ工学科 ／ ／ ／ ／ 120

全日制  

健康科学工

学科 
／ ／ ／ ／ 120

夜 基礎工学科 ／ ／ ／ ／ 400

昼（午

前）＿
基礎工学科 ／ ／ ／ ／ 280

兵庫県立 飾磨工業高等学校 本 校

定時制

昼（午

後）＿
基礎工学科 ／ ／ ／ ／ 160

商 業 科 200 200 160 ／ ／
兵庫県立 姫路商業高等学校 本 校 全日制  

情報科学科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 姫路南高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 280 280 ／ ／

兵庫県立 網干高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 200 ／ ／

兵庫県立 相生高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／全日制  

商 業 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 相生産業高等学校 本 校

定時制 夜 機 械 科 40 40 40 40 ／

兵庫県立 龍野高等学校 本 校 全日制  普 通 科 320 320 320 ／ ／

電気情報シ

ステム科 
80 80 80 ／ ／

環境建設工

学科 
40 40 40 ／ ／

総合デザイ

ン科 
40 40 40 ／ ／

看 護 科 40 40 40 ／ ／

全日制  

総合福祉科 40 40 40 ／ ／

定時制 夜 商 業 科 40 40 40  40 ／

兵庫県立 龍野北高等学校 本 校

専攻科  看護専攻科 40 40 ／ ／ ／

全日制  普 通 科 280 280 280 ／ ／
兵庫県立 赤穂高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／
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兵庫県立 家島高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 夢前高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

兵庫県立 神崎高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 福崎高等学校 本 校 全日制  普 通 科 200 200 200 ／ ／

兵庫県立 香寺高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

兵庫県立 太子高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 720

普 通 科 120 120 120 ／ ／

農 業 科 40 40 40 ／ ／

園 芸 科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 上郡高等学校 本 校 全日制  

農業土木科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 160 160 160 ／ ／

農業科学科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 佐用高等学校 本 校 全日制  

家 政 科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 200 200 200 ／ ／

森林環境科

学科 
40 40 40 ／ ／兵庫県立 山崎高等学校 本 校 全日制  

生活創造科 40 40 40 ／ ／

兵庫県立 伊和高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 千種高等学校 本 校 全日制  普 通 科 40 40 40 ／ ／

普 通 科 160 160 160 ／ ／
全日制  

理 数 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 豊岡高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／

電機応用工

学科 
40 40 40 ／ ／

環境建設工

学科 
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 豊岡総合高等学校 本 校 全日制  

総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 480

普 通 科 80 80 80 ／ ／
兵庫県立 香住高等学校 本 校 全日制  

海洋科学科 40 40 40 ／ ／

看 護 科 40 40 40 ／ ／
全日制  

福 祉 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 日高高等学校 本 校

専攻科  看護専攻科 40 40 ／ ／ ／

兵庫県立 出石高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 160 ／ ／

兵庫県立 村岡高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 40 80 ／ ／
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兵庫県立 浜坂高等学校 本 校 全日制  普 通 科 120 120 120 ／ ／

兵庫県立 生野高等学校 本 校 全日制  普 通 科 80 80 80 ／ ／

兵庫県立 和田山高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 360

兵庫県立 八鹿高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／

農 業 科 40 40 40 ／ ／

畜 産 科 40 40 40 ／ ／兵庫県立 但馬農業高等学校 本 校 全日制  

生 活 科 40 40 40 ／ ／

全日制  普 通 科 240 240 240 ／ ／
兵庫県立 洲本高等学校 本 校

定時制 夜 普 通 科 40 40 40 40 ／

機 械 科 80 80 80 ／ ／

電 気 科 40 40 40 ／ ／

商 業 科 40 40 40 ／ ／
兵庫県立 洲本実業高等学校 本 校 全日制  

国際ビジネ

ス科 
40 40 40 ／ ／

兵庫県立 津名高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 200 200 ／ ／

兵庫県立 淡路高等学校 本 校 全日制  総 合 学 科 ／ ／ ／ ／ 360

兵庫県立 淡路三原高等学校 本 校 全日制  普 通 科 240 280 280 ／ ／

備考 １ 科課程の欄中「全日制」は本科の全日制の課程を、「定時制」は本科の定時制の課程をいう。 

２ 第１学年の欄、第２学年の欄、第３学年の欄及び第４学年の欄に定める生徒定員は学年による

教育課程の区分を設ける課程の生徒定員とし、単位制の欄に定める生徒定員は学年による教育課

程の区分を設けない課程の生徒定員とする。 

３ 全日制課程普通科（分校を除く。以下「普通科」という。）に国際文化系コ－ス、自然科学系

コ－ス又は総合人間系コースを設置する学校及び普通科の生徒定員のうちの国際文化系コ－ス、

自然科学系コ－ス又は総合人間系コースの生徒定員は、次のとおりとする。 

(1) 国際文化系コース 

生 徒 定 員 （人） 
学 校 名 

第１学年 第２学年 第３学年 

兵庫県立 神戸鈴蘭台高等学校 40 40 40

兵庫県立 宝塚西高等学校 40 40 40

兵庫県立 明石城西高等学校 40 40 40

兵庫県立 三木高等学校 40 40 40

兵庫県立 姫路飾西高等学校 40 40 40

(2)  自然科学系コース 

生 徒 定 員 （人） 
学 校 名 

第１学年 第２学年 第３学年 
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兵庫県立 宝塚北高等学校 － 40 40

兵庫県立 柏原高等学校 40 40 40

兵庫県立 篠山鳳鳴高等学校 40 40 40

兵庫県立 小野高等学校 40 40 40

兵庫県立 姫路飾西高等学校 40 40 40

兵庫県立 相生高等学校 40 40 40

兵庫県立 龍野高等学校 40 40 40

兵庫県立 福崎高等学校 40 40 40

兵庫県立 生野高等学校 40 40 40

兵庫県立 八鹿高等学校 40 40 40

兵庫県立 津名高等学校 40 40 40

兵庫県立 淡路三原高等学校 40 40 40

(3)  総合人間系コース 

生 徒 定 員 （人） 
学 校 名 

第１学年 第２学年 第３学年 

兵庫県立 御影高等学校 40 40 40

兵庫県立 兵庫高等学校 40 － －

兵庫県立 尼崎高等学校 40 － －

（兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正） 

第２条 兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  別表第１ １の部の備考に次のように加える。 

    ５ 兵庫県立村岡高等学校の特色選抜に係る者の所属区域は定めない。 

別表第１ ９の部中 

 「 

  同   尼 崎 小 田  サイエンスリサーチ  

」 

を 

「 

  同   尼 崎 小 田 サイエンスリサーチ  

  同   宝 塚 北 グローバルサイエンス  

」 

 に改める。 

（兵庫県立特別支援学校の管理運営に関する規則の一部改正） 

第３条  兵庫県立特別支援学校の管理運営に関する規則（昭和35年兵庫県教育委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１ 兵庫県立姫路特別支援学校の項の次に次のように加える。 

兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校 知 的 障 害 者 
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別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２条関係） 

 幼児又は生徒定員（人）

高 等 部 
学    校    名 部 科 学    科 

幼稚部 
第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３

学年

幼稚部 ／ ／ ７ ／ ／ ／ 

普  通  科
本 科

保 健 理 療 科

／ 16 16 16

保 健 理 療 科

兵庫県立視覚特別支援学校 
高等部

専攻科

理  療  科

／ 16 16 16

幼稚部 ／ ／ 14 ／ ／ ／ 

普  通  科

印 刷 科

（第３学年）
本 科

コミュニケーション

デ ザ イ ン 科

（第１・２学年）

／ 24 24 24
兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

高等部

専攻科
コミュニケーション

デ ザ イ ン 科
／ ８ ８ ／ 

兵庫県立こばと聴覚特別支援学校 幼稚部 ／ ／ 42 ／ ／ ／ 

幼稚部 ／ ／ 21 ／ ／ ／ 

普  通  科

産 業 工 芸 科

（第３学年）

工 業 技 術 科

（第１・２学年）

被 服 科

（第３学年）

本 科

生活デザイン科

（第１・２学年）

／ 24 24 24兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 
高等部

専攻科 生活デザイン科 ／ ８ ８ ／ 

兵庫県立豊岡聴覚特別支援学校 幼稚部 ／ ／ 14 ／ ／ ／ 

幼稚部 ／ ／ 14 ／ ／ ／ 
兵庫県立のじぎく特別支援学校 

高等部 本 科 普  通  科 ／ 39 41 52

兵庫県立神戸特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 33 64 61

兵庫県立阪神特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 62 69 69
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兵庫県立芦屋特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 68 62 73

兵庫県立こやの里特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 83 94 72

兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 高等部 本 科 職 業 科 ／ 48 48 48

兵庫県立上野ケ原特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 36 36 33

兵庫県立高等特別支援学校 高等部 本 科 職  業  科 ／ 40 40 40

兵庫県立氷上特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 22 30 25

兵庫県立いなみ野特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 77 77 75

兵庫県立東はりま特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 57 57 55

兵庫県立北はりま特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 42 42 39

兵庫県立姫路特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 65 90 98

兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 65 36 36

普  通  科

職  業  科兵庫県立播磨特別支援学校 高等部 本 科

就 業 技 術 科

／ 64 64 64

兵庫県立赤穂特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 22 30 27

兵庫県立西はりま特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 49 44 41

兵庫県立出石特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 36 30 31

兵庫県立和田山特別支援学校 高等部 本 科 普  通  科 ／ 30 22 25

幼稚部 ／ ／ ７ ／ ／ ／
兵庫県立あわじ特別支援学校 

高等部 本 科 普  通  科 ／ 35 27 30

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日から引き続き高等学校に在学中の者の所属区域及び自由学区については、この

規則による改正後の兵庫県立高等学校の通学区域に関する規則第２条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 
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